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○ 「第615回審査会合」及び「第646回審査会合」での資料の誤りに関わる対応を踏まえ，本資料にて過去の審査会合資料を引用する際の
注記を下記のとおりとする。
・ 右上の注記

再掲 ： 過去の審査会合資料を，そのまま引用する場合
一部修正 ： 過去の審査会合資料の内容を，一部修正する場合
誤りを修正 ： 過去の審査会合資料の誤りを，正しい記載とする場合

・左下の注記
修正した誤りの内容を記載 （誤りの修正がある場合）



（余白）



指摘事項（1/2）

第1043回審査会合（2022年４月22日）の指摘事項を下表に示す。

No. 項目 指摘時期 コメント内容
掲載頁

概要 本編・補足

S2-151 後期更新世
に生じた変状

第1043回審査会合
2022年４月22日

シームS-11の評価対象領域について，シーム（粘土質の薄層）有りの部分のみとしているが，シーム（粘土
質の薄層）無しの部分も含めてシームS-11全体を評価対象領域として考慮すること。
また，重要施設を通るシームの分布の地質断面図（南北方向X-X'）等についても修正すること。

(5)，(6)，
(7)

12

S2-152 後期更新世
に生じた変状

第1043回審査会合
2022年４月22日

シームS-11を含む細粒凝灰岩（FT5-3）の層準についての区分①シームS-11有り（粘土質の薄層有り），②
シームS-11なし（細粒凝灰岩有り），③シームS-11なし（細粒凝灰岩なし）について，資料内での整合・不整
合という観点で確認すること。

― 12

S2-153 後期更新世
に生じた変状

第1043回審査会合
2022年４月22日

変状は第三条の評価対象外ではないので，シームS-11全体として評価すること。

• シームS-11について，将来活動する可能性のある断層等の評価対象として，深部と地表付近とを別々
の条文への適合性を示すのではなく，全体として活動性の観点で評価し，基準の第三条への適合性に
ついての説明をすること。

• また，変状の成因について，膨張を根拠とする説明ができないので，テクトニックかノンテクトニックかに
関わらず，第三条への適合性の観点で説明をすること。

(5)，(9) ―

S2-154 後期更新世
に生じた変状

第1043回審査会合
2022年４月22日

シームS-11の深部と地表付近の識別について，cf-3断層による切断箇所で区分することを軸として考える
こと。また，pd系の分布検討に意味があるか疑問であることから，ps-1をメインとして考えること。 (8)，(11) 25

（1）



No. 項目 指摘時期 コメント内容

掲載頁

概要 本編・補足

S2-155 後期更新世
に生じた変状

第1043回審査会合
2022年４月22日

深部と地表付近のシームS-11の活動性評価について，それぞれの章に説明が散在しており規則に照らした
評価となっていない。下記の観点で整理すること。

― ―

１) 深部と地表付近のシームを何処で分けているか？ 何を目的にどのような調査を行い，どのような結果
が得られ，どう評価したかを記載すること。

（5），
(12)

32

２) 重要施設基礎地盤側面のシームS-11について，調査･分析項目を明らかにして，必要に応じて追加
データを補強し，どのように評価したかを記載すること。

(13) 34

３) これらを踏まえて総合評価を行い，シームS-11全体として基準への適合性を示すこと。 （5），(9) ―

S2-156 後期更新世
に生じた変状

第1043回審査会合
2022年４月22日

重要施設側面に分布するシームS-11付近の岩盤性状について，現状はデータを羅列しているように見える。
風化に対する評価として，地質技術者が風化部と新鮮部の識別をしたとの説明であるが，色彩値，XRD分析
結果なども検討しているので，評価の指標として取り入れること。
以上を踏まえ，重要施設側面に分布するシームS-11について，活動性の観点から整理して示すこと。

今後ご説明

S2-157 後期更新世
に生じた変状

第1043回審査会合
2022年４月22日

風化部の定義を明確にすること。
風化部については，強風化部と弱風化部を区分している場合と，区分していない場合がある。このような違
いについて説明すること。

今後ご説明

S2-158 後期更新世
に生じた変状

第1043回審査会合
2022年４月22日

変状は強風化部に限定しているという主張の根拠として，側壁に分布しているシームS-11が，cf-3断層で切
られている様子を，三次元的に位置関係を示す図を工夫するなどして明確に示すこと。

今後ご説明

S2-159 後期更新世
に生じた変状

第1043回審査会合
2022年４月22日

重要施設側面に分布するシームS-11が風化部中に分布していないことの確認のため，燃料補助建屋のN-
S断面を追加すること。

今後ご説明

S2-160 後期更新世
に生じた変状

第1043回審査会合
2022年４月22日

シームS-11の最新面のSEM画像での試料上の鉱物について，シームが中新世に動いた後に動いていない
重要なデータとなる可能性があるため，沸石等の種類，生成温度，熱水の性質，周囲の変質との調和など，
地質学的なデータを整理して示すこと。

今後ご説明

S2-161 後期更新世
に生じた変状

現地確認
2022年11月7日

シームS-11は後期更新世以降に活動している箇所が認められるため，基準への適合性についてはシーム
S-11を一体として説明するとともに，事実の整理のために変状を生じている領域と変状を生じていない領域
を同定し，その整理結果を示すこと。

(9) ―

指摘事項（2/2）

第1043回審査会合（2022年４月22日）及び現地確認（2022年11月7日）の指摘事項を下表に示す。

（2）



はじめに（1/2）
（3）

＊１：実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成二十五年六月二十八日原子力規制委員会規則第五号）

【審査経緯】

• 第1043回審査会合（2022/4/22）では，後期更新世に生じた変状（以下「変状」という。）は第三条＊１の評価対象外では

ないので，シームS-11全体として第三条への適合性を示すこととなった（コメントNo.S2-153）。

【シームS-11の基準適合性評価上の扱い】

• シームS-11は，重要施設基礎地盤側面に露頭する。このため，第三条に適合するためには，シームS-11が将来活動

する可能性のある断層等に該当しないことを示す必要がある＊２。

• シームS-11の基準適合性評価では，シームS-11は設置許可基準規則の解釈・別記１「３」に記載された断層等であり，

粘土質の薄層の有る部分/ない部分すべてをシームS-11として扱う。

【シームS-11の活動性評価】

• シームS-11の活動性評価は，後期更新世以降の活動の有無の評価を，変位基準＊３との関係を用いた手法（上載地

層法，断層切断関係又は鉱物脈法）により行う。

• シームS-11は，上載地層であるＭ１面段丘堆積物に変位を及ぼしている。よって，この箇所では後期更新世以降の活

動が認められる。

• 一方で，シームS-11は，後期更新世以降の活動がないcf-３断層に切断されている。よって，この箇所では後期更新世

以降の活動が認められない。

【シームS-11の活動性評価上の課題】

• シームS-11は，場所により後期更新世以降の活動履歴が異なっている。このため，シームS-11全体としては活動性評

価できない。

＊３：変位基準の考え方については，P.15参照。

＊２：シームS-11は，地下深部には連続せず，震源として考慮する活断層ではない（P.9参照）。



はじめに（2/2）
（4）

【シームS-11の基準適合性評価】

• シームS-11全体として，変位基準との関係によりシームS-11が基準に適合することを示す。

【課題への対応策】

• 後期更新世以降の活動履歴が同じになるよう対処することで，シームS-11全体として活動性評価できるようにする。

• そのために，シームS-11の後期更新世以降の活動の有無とシームS-11の性状との関係について検討する。

（ⅰ） シームS-11の性状を把握する調査・分析項目を，網羅的に選定する。

（ⅱ） 変位基準により，シームS-11の後期更新世以降の活動有り/なしを認定できる箇所を選定する。

（ⅲ） （ⅱ）で選定した箇所において，（ⅰ）で選定した調査・分析項目により各性状を把握する。

後期更新世以降の活動有り/なしを認定できる箇所で把握した各性状に，違いが現れるかどうかを確認する。

• 次に，性状の違いに基づき，後期更新世以降の活動が有る部分/ない部分の分布を検討する。

（ⅳ） 重要施設基礎地盤側面付近を含む敷地全体のシームS-11について，（ⅰ）で選定した調査・分析項目による性状

を各調査位置で把握する。

（ⅴ） （ⅳ）で把握した性状と（ⅲ）の性状とを比較する。各調査位置のシームS-11の性状が，後期更新世以降の活動有

り/なしを認定できる箇所のうち，どちらの箇所と同様の性状を有するかを判断する。

（ⅵ） 判断した結果をもって，敷地全体を対象として，以下の分布を示す。

 後期更新世以降の活動有りと認定できる箇所と同様の性状を有する部分

 後期更新世以降の活動なしと認定できる箇所と同様の性状を有する部分

• 後期更新世以降の活動有りと認定できる箇所と同様の性状を有する部分に対して，工学的対処を講じる。



（余白）



Ⅰ. 主な変更内容（1/4）

【変更前】

１） 地質学的な観点から，粘土質の薄層有りの部分のみをシームS-11として扱っていた。

２） 変状の成因（強風化部の膨張等）に着目し，「強風化部」を指標として，後期更新世以降の活動の有無について検討して

いた。

３） シームS-11を，cf-３断層に切断された箇所以深と変状が分布する地表付近に区分し，各々を個別に評価した。

その上で，深部のシームS-11は後期更新世以降の活動はなく，第三条に適合すると評価していた。

【変更後】

１） 基準適合性評価の観点から，粘土質の薄層の有る部分/ない部分すべてをシームS-11として扱う［P.(6)，(7)参照］。

２） 変位基準により，シームS-11の後期更新世以降の活動有り/なしを認定できる箇所において，網羅的に選定した調査・分

析項目により「シームS-11の性状」を把握する。次に，性状の違いに基づき，後期更新世以降の活動が有る部分/ない部

分の分布を検討する。

３） シームS-11のうち，後期更新世以降の活動有りと認定できる箇所と同様の性状を有する部分に対して，工学的対処を講

じる。 その上でシームS-11全体として，変位基準との関係によりシームS-11が基準に適合することを示す。

（5）

シームS-11の基準適合性の評価方針

第1043回審査会合からの主な変更内容を以下に示す。

コメントNo.S2-151，153，155 1），155 3)

コメントNo.S2-151

コメントNo.S2-153，155 3)

コメントNo.S2-155 1)



【変更前】

• ①シームS-11有り（粘土質の薄層有り），②シームS-11なし（細粒凝灰岩有り）及び③シームS-11なし（細粒凝灰岩なし）から

成る層準を総称して「シームS-11層準（FT5-3）」とし，そのうち①のみをシームS-11として扱っていた。

• 重要施設設置位置付近の地質断面図（1/100スケール）では，①のみを表示していた。

【変更後】

• シームS-11の基準適合性評価では，シームS-11は設置許可基準規則の解釈・別記１「３」に記載された断層等であり，粘土

質の薄層の有る部分/ない部分すべてをシームS-11として扱う［P.(7)の平面図参照］。

• 重要施設設置位置付近の地質断面図では，粘土質の薄層なしの部分も含めてすべてをシームS-11として表示する［P.(7)の

断面図参照］。

第1043回審査会合（2022/4/22）

コメントNo.S2-151

指摘事項S2-151に対する変更点（1/2）

No. 項目 指摘時期 コメント内容

S2-151 後期更新世
に生じた変状

第1043回審査会合
2022年４月22日

シームS-11の評価対象領域について，シーム（粘土質の薄層）有りの部分のみとしているが，シーム（粘土質の薄層）
無しの部分も含めてシームS-11全体を評価対象領域として考慮すること。
また，重要施設を通るシームの分布の地質断面図（南北方向X-X'）等についても修正すること。

【指摘事項】

Ⅰ. 主な変更内容（2/4）
（6）



第1043回審査会合（2022/４/22） 今回ご説明

平
面
図

断
面
図

コメントNo.S2-151

指摘事項S2-151に対する変更点（2/2）

Ⅰ. 主な変更内容（3/4）

• 平面図では，粘土質の薄層有りの部分のみをシームS-11の分布領域として表示していたが，粘土質の薄層なしの部分も含めてすべてを

シームS-11として表示する。

• 断面図では，粘土質の薄層有りの部分のみを表示していたが，粘土質の薄層なしの部分も含めてすべてをシームS-11として表示する。

（7）
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②シームS-11なし（細粒凝灰岩有り）

③シームS-11なし（細粒凝灰岩なし）

シームS-11層準（FT5-3）の等高線

シームS-11層準（FT5-3）が
第四系基底面に現れる位置
（実線：①シーム有り，破線：②細粒凝灰岩有り，点線：③細粒凝灰岩なし）

コンターがcf-３断層によって不連続
となる位置

敷 地 境 界

シームS-11が分布する範囲

耐 震 重 要 施 設*１

常設重大事故等対処施設*２

*１： 設置許可基準規則第三条の対象となる耐震重要施設（間接支持構造物を含む）。
*２： 設置許可基準規則第三十八条の対象となる常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大

事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く）。

本図のシームS-11
層準（FT5-3）の等高
線は原地形で作成。

原子炉建屋設置位置

シームS-11調査ボーリング

シームS-11の等高線

シームS-11が
第四系基底面に現れる位置

コンターがcf-３断層によって
不連続となる位置

敷 地 境 界

シームS-11が分布する範囲

耐 震 重 要 施 設*１

常設重大事故等対処施設*２

*１： 設置許可基準規則第三条の対象となる耐震重要施設（間接支持構造物を含む）。

*２： 設置許可基準規則第三十八条の対象となる常設耐震重要重大事故防止設備又は

常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施

設を除く）。

本図のシームS-11
の等高線は原地形
で作成。

シームS-11 シームS-11



【変更前】

• 後期更新世に生じた変状の形成に関与したシームS-11の最新面を「ps-１」とし，ps-１の付随事象として変状の形成

に関与した低角の変位を伴う不連続面を「pd系」としていた。このうち「ps-１」を代表として評価していた。

【変更後】

• 粘土質の薄層の有る部分/ない部分すべてをシームS-11として活動性を評価する。このため，「ps-１」及び「pd系」を

取り止める。

コメントNo.S2-154

No. 項目 指摘時期 コメント内容

S2-154 後期更新世
に生じた変状

第1043回審査会合
2022年４月22日

シームS-11の深部と地表付近の識別について，cf-3断層による切断箇所で区分することを軸として考えること。また，
pd系の分布検討に意味があるか疑問であることから，ps-1をメインとして考えること。

指摘事項S2-154に対する変更点

【指摘事項】

Ⅰ. 主な変更内容（4/4）
（8）

第1043回審査会合（2022/4/22）

概念断面図の凡例

段丘堆積物中の不連続面

pd系

図 概念断面図

表土・ローム層

Ｍ１面段丘堆積物

地表

cf-３断層

凝灰角礫岩（新鮮部）
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層
構
造
が

発
達
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凝灰角礫岩
（弱風化部）

淡灰色火山礫凝灰岩（強風化部）

新
鮮
部

風
化
部

淡灰色火山礫凝灰岩
（新鮮部）

淡灰色火山礫凝灰岩（弱風化部）

凝灰角礫岩（新鮮部）

ps-１
淡灰色火山礫凝灰岩

（新鮮部）

凝灰角礫岩
（強風化部）
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Ⅱ. シームS-11の基準適合性評価の概要（1/5）

活動有りと認定できる箇所/なしと認定できる箇所と同様の性状を有する部分の分布の提示

（ⅴ）

（ⅵ）

（ⅳ）

（ⅲ）

（ⅱ）

（ⅰ）

変位基準により後期更新世以降の活動有り/なしを認定できる箇所での性状の把握

・・・P.(10)参照

・・・P.(11)参照

・・・P.(12)参照

・・・P.(13)参照

シームS-11の基準適合性評価

シームS-11の性状を把握する調査・分析項目の選定

変位基準により後期更新世以降の活動有り/なしを認定できる箇所の選定

重要施設基礎地盤側面付近を含む敷地全体のシームS-11の性状の把握

シームS-11全体としての基準への適合

各調査位置での性状が活動有り/なしを認定できる箇所のどちらと同様かの判断

活動有りと認定できる箇所と同様の性状を有する部分に対する工学的対処の実施

5章

変位基準が確認できる箇所でのシームS-11の活動性評価

シームS-11の活動性評価上の課題の抽出4章

3章

コメントNo.S2-153，155 3)，161

シームS-11の基準適合性評価では，粘土質の薄層の有る部分/ない部分すべてをシームS-11として扱う。基準適合性評価の考え方を下図に示す。

• シームS-11は場所により後期更新世以降の活動履歴が異なっている［3章］。

• シームS-11全体としては活動性評価できない［4章］。

• 後期更新世以降の活動履歴が同じになるよう対処することで，シームS-11全体として活動性評価できるようにする。そのために，シームS-11の後

期更新世以降の活動の有無とシームS-11の性状との関係について検討する。次に，性状の違いに基づき，後期更新世以降の活動が有る部分/

ない部分の分布を検討する。［5章］。

• 後期更新世以降の活動有りと認定できる箇所と同様の性状を有する部分に対して，工学的対処を講じる［5章］。

• シームS-11全体として，変位基準との関係によりシームS-11が基準に適合することを示す。

なお，評価方針に基づく調査・分析結果については今後ご説明する。



シームS-11の性状を把握する調査・分析項目の選定

調査・分析項目 調査・分析により得られるデータ 調査・分析結果から把握できる性状

巨
視
的

微
視
的

露
頭
・
コ
ア
観
察

走向/傾斜の測定 走向/傾斜 分布・連続性

厚さの観察 厚さ 破砕の程度・規模

構成粒子の観察 構成粒子のサイズ 細粒化の程度

色調の観察 色調 岩種，風化・変質の程度

針貫入試験 針貫入勾配
・硬さ
・脆弱部・軟質部の有無

帯磁率測定 帯磁率
・磁性鉱物の量
・地層区分，岩種，風化・変質の程度

C
T
解
析

CT画像観察
CT画像

・変位・変形
・複合面構造によるせん断センス
・最新面の連続性・直線性・平滑性
・最新面の密着程度

CT値 密度

肉
眼
・

実
体
鏡
観
察

条線観察

条線の方向 変位方向

条線の上書き関係 条線の新旧関係

条線の明瞭度 条線の明瞭の程度

顕
微
鏡
観
察
・
分
析

薄片観察※

鉱物組成
・岩種の特定
・風化・変質の程度

変位・変形構造（微細構造）
・変位・変形
・複合面構造による詳細なせん断センス

SEM（走査型電子顕微鏡）観察 SEM画像
・自形鉱物の有無
・μm～nmスケールの鉱物形状

SEM-EDX（EDS） SEM観察試料表面の元素分布 ・μm～nmスケールの元素分布

鉱
物
・
化
学
分
析

XRD分析（X線回折分析） 構成鉱物の同定・定量（粉末試料）
・鉱物組成，岩種
・風化・変質の程度

XRF分析（蛍光X線分析） 構成元素の同定・定量（粉末試料）
・元素組成
・風化・変質の程度

EPMA分析
（電子プローブマイクロアナライザー）

薄片表面の元素分布・定量
・μmスケールの元素分布・量
・風化・変質の程度

シームS-11の後期更新世以降の活動の有無とシームS-11の性状との関係について検討する。検討にあたり，シームS-11の性状を巨視的（露

頭・コア観察）～微視的（各種分析）なスケールで把握できるよう，断層の詳細性状の調査で用いられる調査・分析項目を網羅的に選定した。

※：必要に応じて研磨片
観察を実施。
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Ⅱ. シームS-11の基準適合性評価の概要（2/5）



変位基準により後期更新世以降の活動有り/なしを認定できる箇所の選定

（11）

シームS-11の等高線

シームS-11が第四系基底面，掘削面等に現れる位置

コンターがcf-３断層によって不連続となる位置

敷 地 境 界

シームS-11が分布する範囲

耐 震 重 要 施 設*１

常設重大事故等対処施設*２

*１： 設置許可基準規則第三条の対象となる耐震重要施設（間接支持構造物を含む）。

*２： 設置許可基準規則第三十八条の対象となる常設耐震重要重大事故防止設備又は常設

重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く）。

凡 例

ボーリング孔 （矢印は斜めボーリング）

Ⅱ. シームS-11の基準適合性評価の概要（3/5）

風化部 新鮮部

粘土質の薄層有り ③ Tf-５(a)付近 ⑤ Tf-４付近

粘土質の薄層なし ④ Tf-５(b)付近 ⑥ cf-301，302付近

表5.1 活動なしと認定できる箇所の選定

コメントNo.S2-154

原子炉建屋設置位置

Ts-６法面

Ts-７トレンチ

Tf-５(a)トレンチ

④Tf-５(b)付近

⑥cf-301，302
付近

⑤Tf-４付近

Ts-８トレンチ

Tf-５(b)トレンチ

③Tf-５(a)付近

②Ts-７付近

①Ts-６付近

本図のシームS-11は
発電所運開時の掘削
計画形状で作成。

後期更新世以降の活動
有りと認定できる箇所

後期更新世以降の活動
なしと認定できる箇所

活動有り/なしを認定できる箇所の選定の凡例

図5.1 位置図

Tf-４トレンチ

cf-301,302孔

変位基準によりシームS-11の後期更新世以降の活動有り/なしを認定できる箇所として，以下の考えに基づき計６箇所を選定する。

【活動有りと認定できる箇所：２箇所】(P.26，27参照)

• 活動有りと認定できる箇所は，シームS-11がＭ１面段丘堆積物に変位を及ぼしている箇所である。
• Ts-８トレンチ～Ts-６法面間で，活動有りと認定できる箇所が確認される。ただし，Ts-８トレンチでは変状が認められるものの，シームS-11はＭ１面

段丘堆積物と接していない（P.59，60参照）。このため，シームS-11とＭ１面段丘堆積物との関係を直接確認できない。
以上より，活動有りと認定できる箇所として，①Ts-６付近及び②Ts-７付近の２箇所を選定する。

【活動なしと認定できる：４箇所】（P.28～P.31参照）

• 活動なしと認定できる箇所は，シームS-11がcf-３断層に切断される箇所である。
• cf-３断層付近で，活動なしと認定できる箇所として， ③Tf-５(a)付近，④Tf-５(b)付近，⑤Tf-４付近及びボーリング孔の⑥cf-301，302付近がある。
• これら４箇所のシームS-11には，粘土質の薄層の有る部分とない部分がある。また，シームS-11の上下盤の岩盤には新鮮部と風化部がある。これ

らの地質性状は，シームS-11の性状に違いを与える可能性がある。このため，上記４箇所を選定することで，活動なしと認定できる箇所の地質性状
を網羅的に確認することができる。

以上より，活動なしと認定できる箇所として，③Tf-５(a)付近，④Tf-５(b)付近，⑤Tf-４付近及び⑥cf-301，302付近の４箇所を選定する。



変位基準により後期更新世以降の活動有り/なしを認定できる箇所での性状の把握： 調査・分析結果例

（12）

凡 例

:今後ご説明するデータ

Ⅱ. シームS-11の基準適合性評価の概要（4/5）

調査・分析項目 調査・分析により得られるデータ・性状
後期更新世以降の活動有りと認定できる箇所 後期更新世以降の活動なしと認定できる箇所

①Ts-６付近
②Ts-７

付近
③Tf-５(a)付近

④Tf-５(b)
付近

⑤Tf-４
付近

⑥cf-301，
302付近

巨
視
的

微
視
的

露
頭
・
コ
ア
観
察

走向/傾斜の測定 走向/傾斜 N80°W，12°S N72°E，2°S

厚さの観察 厚さ 3.5ｃｍ 0.2ｃｍ

構成粒子の観察 構成粒子のサイズ 粘土～シルト（岩片含む） 粘土～シルト（岩片含む）

色調の観察 色調 黄褐色 黄褐色

針貫入試験 針貫入勾配

帯磁率測定 帯磁率

C
T
解
析

CT画像観察
CT画像

変位・変形 有り なし

複合面構造によるせん断センス 有り なし

最新面の連続性・直線性・平滑性 良好 良好

最新面の密着程度 開口 おおむね密着

CT値 703HU 819HU

肉
眼
・
実
体

鏡
観
察

条線観察

条線の方向 N10°W，N35°E N15°E，N50°E

条線の上書き関係
N10°Wの条線がN35°Eの条線
を上書き

いずれの条線も上書き
されない

条線の明瞭度 明瞭 不明瞭

顕
微
鏡
観
察
・
分
析

薄片観察

鉱物組成 粘土鉱物（スメクタイト）

変位・変形構造
（微細構造）

変位・変形 明瞭なP-R1構造有り

複合面構造による詳細なせん断センス 上盤変位センス：おおむねN方向

SEM（走査型電子顕微鏡）観察 SEM画像
自形鉱物の有無 なし 有り
μｍ～nｍスケールの鉱物形状 団子状 ファイバー状/網目状

SEM-EDX（EDS） SEM観察試料表面の元素分布

鉱
物
・
化
学
分
析

XRD分析（X線回折分析） 構成鉱物の同定・定量（粉末試料） スメクタイト

XRF分析（蛍光X線分析） 構成元素の同定・定量（粉末試料）

EPMA分析
（電子プローブマイクロアナライザー）

薄片表面の元素分布・定量

コメントNo.S2-155 1)

変位基準によりシームS-11の後期更新世以降の活動有り/なしを認定できる箇所において，網羅的に選定した調査・分析項目によりシームS-11の性状を把握する。

後期更新世以降の活動有り/なしを認定できる箇所で把握した各性状に，違いが現れるかどうかを確認する。

本資料では，後期更新世以降の活動有り/なしを認定できる箇所のうち，各１箇所（①Ts-６付近及び③Tf-５(a)付近）でのこれまでの調査・分析結果を例として下表

に示す（各調査・分析結果についてはP.61～P.74参照）。その他の調査・分析結果は今後ご説明する。



原子炉建屋設置位置

本図のシームS-11の等高
線は原地形で作成。

※

※

※

※

※：現地確認（2022年11月7日）後にデータを追加。

シームS-11の等高線

シームS-11が第四系基底面に現れる位置

コンターがcf-３断層によって不連続となる位置

敷 地 境 界

シームS-11が分布する範囲

耐 震 重 要 施 設*１

常設重大事故等対処施設*２

*１： 設置許可基準規則第三条の対象となる耐震重要施設（間接支持構造物を含む）。

*２： 設置許可基準規則第三十八条の対象となる常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重

大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く）。

凡 例

調査位置（ボーリング孔等）

調査位置（ボーリング孔等）
（さらなるデータを補強する位置（計画））

敷地全体への展開

（13）
Ⅱ. シームS-11の基準適合性評価の概要（5/5）

図5.19 平面図

コメントNo.S2-155 2)

変位基準により後期更新世以降の活動有り/なしを認定できる箇所で把握したシームS-11の性状に基づき，工学的対処を講じる部分を以

下の順に検討する。

• 重要施設基礎地盤側面付近を含む敷地全体のシームS-11について，選定した調査・分析項目による性状を各調査位置で把握する。

• 各調査位置で把握した性状と，変位基準により後期更新世以降の活動有り/なしを認定できる箇所での性状とを比較する。各調査位置

のシームS-11の性状が，後期更新世以降の活動有り/なしを認定できる箇所のうち，どちらの箇所と同様の性状を有するかを判断する。

• 判断した結果をもって，敷地全体を対象として，以下の分布を示す。

 後期更新世以降の活動有りと認定できる箇所と同様の性状を有する部分

 後期更新世以降の活動なしと認定できる箇所と同様の性状を有する部分



（余白）



目次
1

本編資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

1. 敷地の地質・地質構造の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

1.1 敷地の地形・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

1.2 敷地の地質・地質構造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

1.3 シームの概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

2. シームS-11の基準適合性評価上の扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

3. シームS-11の活動性評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

3.1 シームS-11の活動性評価に適用できる変位基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

3.2 シームS-11の活動性評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

4. シームS-11の活動性評価上の課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

5. 課題への対応策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

補足説明資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35



1. 敷地の地質・地質構造の概要
1.1 敷地の地形

2



Ｍ１面
Ｍ１面

Ｍ１面

Ｍ１面

Ｈ４面

Ｍ３面

Ｍ３面
Ｍ３面

Ｍ１面

Ｍ３面

Ｈ４面

* ： 町田・新井(2011) １)

*

図1.1.1 地形面区分図

敷地に分布する海成段丘面は，高位面のＨ４面（MIS7），中位面のＭ１面（MIS5e）及び

Ｍ３面（MIS5c）である。

1.1 敷地の地形
3

表1.1.1 層序表

敷地の段丘面区分



1.2 敷地の地質・地質構造

4



5

• 敷地の地質は，新第三紀中新世の大間層及び易国間層，鮮新世の大畑層並びにそれらを覆う第四系から構成される（図1.2.1，表1.2.1）。

• 大間層及び易国間層は，全体に約５°～約10°の南傾斜，敷地東部及び西側海域では約10°の西傾斜を成し，おおむね平行成層を成

す（図1.2.2）。

原子炉建屋設置位置

半径１ｋｍ

図1.2.1 敷地の地質平面図
図1.2.2 敷地の地質断面図

表1.2.1 敷地の地質層序表

（本地質図は，地表付近のローム層等を除いて表現した。）

埋 土

１-１’断面

デイサイト

大畑層

大間層

易国間層

dF断層系

S N

玄武岩

cf断層系

cｆ断層系sF断層系

２-２’断面

W E
原子炉建屋設置位置中心

原子炉建屋設置位置中心

２

２’

１

１’

1.2 敷地の地質・地質構造（1/2）



敷地内には，走向・傾斜及び性状により，cf断層系，sF断層系及びdF断層系に区分される複数の断層並びにシームが分布する。

6
1.2 敷地の地質・地質構造（2/2）

図1.2.3 断層・シームの平面的分布

注１） 断層の分布はT.P.-14mにおける位置。
注２） 本図のシームS-11の位置は，設計上の

掘削面形状に基づき，軽油タンク，第一
フィルタベント建屋及び燃料補助建屋の部
分については，構造物側面に沿って鉛直
に掘削するものとして表示した。

注３） 海域のdF断層系の断層については，個
別の断層名を区別せずに扱うが，識別す
る必要がある場合を踏まえ，dF-m1～dF-
m4断層として記載する。

耐震重要施設*1

常設重大事故等対処施設*2

シームS-11が第四系基底面，
掘削面等に現れる位置

断層（確認部）
（cf断層系，sF断層系及びdF断層系）

断層（大畑層による伏在部）
（ｓF-２断層系及びdF断層系）

断層端部があると考えられる区間
（cf断層系及びdF断層系）

断層（海底地形による推定部）
（sF-１断層）

＊１：設置許可基準規則第三条の対象となる
耐震重要施設（間接支持構造物を含む）。

＊２：設置許可基準規則第三十八条の対象と
なる常設耐震重要重大事故防止設備又は
常設重大事故緩和設備が設置される重大
事故等対処施設（特定重大事故等対処施
設を除く）。

凡 例

シームS-10が第四系基底面，
掘削面等に現れる位置

で示す箇所は，商業機密あるいは防護上の観点

から公開不可としているもので，白抜きとしてあります。

断層・シームの分布



1.3 シームの概要
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シーム

細粒凝灰岩

粗粒凝灰岩

暗灰色火山礫凝灰岩

SENW

• シームは，易国間層の細粒凝灰岩及び大間層の酸性凝灰岩に挟在する，層理面に平行な粘土質の薄層をいう。

• 敷地内には，シームS-1～11，S-Omの12枚のシームがある。

図1.3.2 切羽下部写真（シームS-10の例）

図1.3.3 切羽下部地質スケッチ（シームS-10の例）

1.3 シームの概要（1/3）

シームの定義

8

図1.3.1 位置図



SD-1孔

45EASM-1孔

敷地境界

＊

＊

＊

＊：先新第三系の長浜層並びにそれを覆う新第三系中新統の金八沢層及び
桧川層は，長浜層が地表に分布する地域から北方へ向かって約10°で傾
斜するが，敷地及びその付近では，おおむね水平成層構造となる。敷地内
の深部ボーリングSD-１孔において，Ｔ.Ｐ.-2210ｍ以深で長浜層を確認した。

位置図凡例

磯谷

標高
Ｔ.Ｐ.
(ｍ)

敷地

S N

至 福浦 盆状に分布する易国間層及び大間層

断面図凡例

9

• シームは，盆状に分布する易国間層及び大間層中に地質境界を横切ることなく分布する。

よって，シームは，地下深部には連続せず，震源として考慮する活断層ではない。

1.3 シームの概要（2/3）

シームの分布

図1.3.5 地質断面図

図1.3.4 位置図



• シームS-11は，重要施設基礎地盤側面に露頭する。このため，第三条対象となる。

• シームS-１～10，S-Omは，重要施設基礎地盤に露頭しない。このため，第四条対象となる。

10

図1.3.6 シームS-11と重要施設との位置関係（シームS-11の平面的分布）

シ ー ム S-11

風化部（主に強風化部から成る）

ボーリング ボーリング（投影）

風化部

凡 例

注４) ボーリングは工事着手前の原地形で掘削。
注５） 重要な安全機能を有する施設の埋戻し部については，MMR等で埋め戻す予定。
注６） 本図は，設置変更許可申請時（平成26年12月）までに取得した調査データを用い作成。

軽油タンク
取水路

T.P.+12m

第一フィルタベント建屋 X1’X1

S N

南北断面（X1-X1’）

原子炉建屋 タービン建屋

東西断面（Y1-Y1’）

燃料補助建屋

W E

Y1 Y1’
コントロール

建屋

T.P.+12m原子炉建屋 シームS-11

注１） 断層の分布はT.P.-14mにおける位置。
注２） 本図のシームS-11の位置は，設計上の掘削面形状に基づき，軽油タンク，第一フィルタベント建屋及

び燃料補助建屋の部分については，構造物側面に沿って鉛直に掘削するものとして表示した。
注３） 海域のdF断層系の断層については，個別の断層名を区別せずに扱うが，識別する必要がある場合

を踏まえ，dF-m1～dF-m4断層として記載する。

図1.3.7 原子炉建屋付近の地質断面図（X1-X1’）

図1.3.8 原子炉建屋付近の地質断面図（Y1-Y1’）

耐震重要施設*1

常設重大事故等対処施設*2

シームS-11が第四系基底面，
掘削面等に現れる位置

断層（確認部）
（cf断層系，sF断層系及びdF断層系）

断層（大畑層による伏在部）
（ｓF-２断層系及びdF断層系）

断層端部があると考えられる区間
（cf断層系及びdF断層系）

断層（海底地形による推定部）
（sF-１断層）

＊１：設置許可基準規則第三条の対象となる耐震重要施設（間接支持構造物を含む）。
＊２：設置許可基準規則第三十八条の対象となる常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施

設（特定重大事故等対処施設を除く）。

凡 例

シームS-10が第四系基底面，
掘削面等に現れる位置

第
四
系

上
部
層

易
国
間
層

易
国
間
層

下
部
層

で示す箇所は，商業機密あるいは防護上の観点

から公開不可としているもので，白抜きとしてあります。

1.3 シームの概要（3/3）

シームと重要施設との位置関係



2. シームS-11の基準適合性評価上の扱い
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S-1

S-Om

S-9

S-2

S-3

S-10 S-7S-8
S-4

S-5

S-6

S-11

S-9

S-8

S-3

S-8

12

シームS-11の基準適合性評価では，シームS-11は設置許可基準規則の解釈・別記１「３」に記載された断層等であり，

粘土質の薄層の有る部分/ない部分すべてをシームS-11として扱う。

2. シームS-11の基準適合性評価上の扱い（1/2） コメントNo.S2-151，152

図2.1 原子炉建屋設置位置付近のシームの分布

シームS-11の基準適合性評価上の扱い

S N



T-3孔コア写真

「粗粒凝灰岩」

シーム
S-11

淡灰色火山礫凝灰岩

粗粒凝灰岩

淡灰色火山礫凝灰岩

13

• シームS-11は，12枚のシームのうちの１枚である。

• シームS-11は，層理面に平行に分布する。層序的位置では，易国間層の凝灰角礫岩上面から約７ｍ～約８ｍ上位にあることが多い。

• シームS-11は，粘土質の薄層，若しくは細粒凝灰岩，粗粒凝灰岩等から成る。

2. シームS-11の基準適合性評価上の扱い（2/2）

図2.3 シームS-11のコア写真

拡大図

易国間層 凝灰角礫岩

易国間層 淡灰色火山礫凝灰岩

原子炉建屋設置位置

図2.2 原子炉建屋設置位置付近のシームの分布

シームS-11

7.25m

7.45m

SB-018孔コア写真

シーム
S-11

28.80m

29.00m

T-2孔コア写真

「粘土質の薄層」

「細粒凝灰岩」

淡灰色火山礫凝灰岩

細粒凝灰岩シーム
S-11

淡灰色火山礫凝灰岩

細粒凝灰岩

14.40m

14.57m

0 10cm

淡灰色火山礫凝灰岩

淡灰色火山礫凝灰岩

細粒凝灰岩

粘土質の薄層



3. シームS-11の活動性評価
3.1 シームS-11の活動性評価に適用できる変位基準
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15

上載地層 断層 鉱物脈

変位基準 Ｍ１面段丘堆積物 cf-３断層 スメクタイト

年代評価 後期更新世（MIS5e)に堆積 後期更新世以降の活動なし 後期更新世より古い時代に生成

判断根拠
Ｍ１面段丘堆積物を覆うローム層下部
中に洞爺火山灰降下層準を確認した

（P.38，39参照）

上載地層であるＭ１面段丘堆積物
に変位を及ぼしていない

（P.41，42参照）

スメクタイトは，Ｍ１面段丘堆積物中
には認められない
（P.44，45参照）

シームS-11の活動性評価に適用できる変位基準は以下のとおりである。

（１）上載地層

• 敷地に分布する海成段丘面は，高位面のＨ４面（MIS7），中位面のＭ１面（MIS5e）及びＭ３面（MIS5c）である（P.3参照）。

• このうちＭ１面及びＭ３面では，段丘堆積物がシームS-11を覆い，シームS-11との関係が確認できる。

• Ｍ１面段丘堆積物を覆うローム層下部中に洞爺火山灰降下層準（11.2～11.5万年前）を確認した。

よって，Ｍ１面段丘堆積物は，後期更新世（MIS5e)に堆積した海成堆積物であると判断され，変位基準として適用できる。

（２）断層

• 敷地内には，cf断層系，sF断層系及びdF断層系に区分される複数の断層が認められる（P.6参照）。

• このうちcf-３断層のみ，シームS-11との関係が確認できる。

• cf-３断層は，上載地層であるＭ１面段丘堆積物に変位を及ぼしていない。

よって，cf-３断層は，後期更新世以降の活動はないと判断され，変位基準として適用できる。

（３）鉱物脈

• 敷地内には，シームS-11の最新面を横断する粘土鉱物が複数認められる（P.46参照）。

• 粘土鉱物の構成鉱物としてスメクタイトが確認される。

• スメクタイトは，Ts-６法面において，Ｍ１面段丘堆積物中には認められない。

よって，スメクタイトは後期更新世より古い時代に，熱水変質作用により生成したと考えられる。

なお，スメクタイトがイライト/スメクタイト混合層鉱物である可能性も含め，今後変位基準として適用可能か否かを検討する。

3.1 シームS-11の活動性評価に適用できる変位基準



3.2 シームS-11の活動性評価
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3.2 シームS-11の活動性評価

【上載地層とシームS-11との関係】

• シームS-11は，易国間層の淡灰色火山礫凝灰岩中に，層理面に平行に分布する。シームS-11は，上載地層

であるＭ１面段丘堆積物に不整合に覆われる。

• シームS-11は，上盤の層理面に平行な逆断層センスの変位により，Ｍ１面段丘堆積物に変位を及ぼしている。

• Ｍ１面段丘堆積物

【連続的に分布する上載地層の選定】

• Ｍ１面段丘堆積物…MIS5e（約12～13万年前）に堆積

【上載地層法に用いる地層の年代評価（火山灰，分布標高に基づく）】

シームS-11は，上載地層であるＭ１面段丘堆積物に変位を及ぼしている。よって，この箇所では後期更新世以降

の活動が認められる。

17

シームS-11は，上載地層であるＭ１面段丘堆積物に変位を及ぼしている。よって，この箇所では後期更新世以降の活動が認められる。

上載地層法による活動性評価

図3.2.1 Ｍ１面段丘堆積物に変位を及ぼしている箇所（Ts-６法面）

NW SE              

ローム層

ローム層（砂質）

Ｍ1面段丘堆積物

腐植土

埋土

易国間層
淡灰色火山礫凝灰岩（強風化部）

シームS-11

易国間層
淡灰色火山礫凝灰岩（強風化部）



シームS-11はcf-３断層に切断されている。よって，この箇所では後期更新世以降の活動は認められない。

【cf-３断層とシームS-11との関係】

シームS-11は，後期更新世以降の活動がないcf-３断層に切断されている。

【上載地層とcf-３断層との関係】

cf-３断層は，上載地層であるＭ１面段丘堆積物に変位を及ぼしていない。

18

一方で，シームS-11はcf-３断層に切断されている。よって，この箇所では後期更新世以降の活動は認められない。

断層切断関係による活動性評価

図3.2.2 後期更新世以降の活動がないcf-３断層に切断されている箇所（Tf-５(a)トレンチ南側法面）

3.2 シームS-11の活動性評価

T.P.30m

淡灰色火山礫凝灰岩

細粒凝灰岩

シームS-11

粗粒凝灰岩/細粒凝灰岩互層

E W

淡灰色火山礫凝灰岩

T.P.32m

ローム層（礫混りシルト質）

Ｍ１面段丘堆積物（河川性堆積物を含む）

T.P.27m

T.P.29m

（小段）

細粒凝灰岩



シームS-11の活動性評価のまとめ
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シームS-11について，Ｍ１面段丘堆積物との関係及びcf-３断層との切断関係を各々の箇所で観察した結果は以下

のとおりである。

• シームS-11は上載地層であるＭ１面段丘堆積物に変位を及ぼしている。よって，この箇所では後期更新世以降の

活動が認められる。

• 一方で，シームS-11は，後期更新世以降の活動がないcf-３断層に切断されている。よって，この箇所では後期更

新世以降の活動が認められない。

3.2 シームS-11の活動性評価



4. シームS-11の活動性評価上の課題
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4.シームS-11の活動性評価上の課題
21

シームS-11の活動性評価上の課題は以下のとおりである。

• シームS-11は，場所により後期更新世以降の活動履歴が異なっている。このため，シームS-11全体としては
活動性評価できない。



5. 課題への対応策

22
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5. 課題への対応策（1/12）

検討手順

後期更新世以降の活動履歴が同じになるよう対処することで，シームS-11全体として活動性評価できるようにする。

• そのために，シームS-11の後期更新世以降の活動の有無とシームS-11の性状との関係について検討する。［検討手順(ⅰ)～(ⅲ)］。

次に，性状の違いに基づき，後期更新世以降の活動が有る部分/ない部分の分布を検討する［検討手順(ⅳ)～(ⅵ)］。

• 後期更新世以降の活動有りと認定できる箇所と同様の性状を有する部分に対して，工学的対処を講じる。

• なお，評価方針に基づく調査・分析結果については今後ご説明する。

活動有りと認定できる箇所/なしと認定できる箇所と同様の性状を有する部分の分布の提示

（ⅴ）

（ⅵ）

（ⅳ）

（ⅲ）

（ⅱ）

（ⅰ）

変位基準により後期更新世以降の活動有り/なしを認定できる箇所での性状の把握

シームS-11の性状を把握する調査・分析項目の選定

変位基準により後期更新世以降の活動有り/なしを認定できる箇所の選定

重要施設基礎地盤側面付近を含む敷地全体のシームS-11の性状の把握

各調査位置での性状が活動有り/なしを認定できる箇所のどちらと同様かの判断



（ⅰ） シームS-11の性状を把握する調査・分析項目の選定

5. 課題への対応策（2/12）
24

シームS-11の後期更新世以降の活動の有無とシームS-11の性状との関係について検討する。検討にあたり，シームS-11の性状を巨視的（露

頭・コア観察）～微視的（各種分析）なスケールで把握できるよう，断層の詳細性状の調査で用いられる調査・分析項目を網羅的に選定した。

調査・分析項目 調査・分析により得られるデータ 調査・分析結果から把握できる性状

巨
視
的

微
視
的

露
頭
・
コ
ア
観
察

走向/傾斜の測定 走向/傾斜 分布・連続性

厚さの観察 厚さ 破砕の程度・規模

構成粒子の観察 構成粒子のサイズ 細粒化の程度

色調の観察 色調 岩種，風化・変質の程度

針貫入試験 針貫入勾配
・硬さ
・脆弱部・軟質部の有無

帯磁率測定 帯磁率
・磁性鉱物の量
・地層区分，岩種，風化・変質の程度

C
T
解
析

CT画像観察
CT画像

・変位・変形
・複合面構造によるせん断センス
・最新面の連続性・直線性・平滑性
・最新面の密着程度

CT値 密度

肉
眼
・

実
体
鏡
観
察

条線観察

条線の方向 変位方向

条線の上書き関係 条線の新旧関係

条線の明瞭度 条線の明瞭の程度

顕
微
鏡
観
察
・
分
析

薄片観察※

鉱物組成
・岩種の特定
・風化・変質の程度

変位・変形構造（微細構造）
・変位・変形
・複合面構造による詳細なせん断センス

SEM（走査型電子顕微鏡）観察 SEM画像
・自形鉱物の有無
・μm～nmスケールの鉱物形状

SEM-EDX（EDS） SEM観察試料表面の元素分布 ・μm～nmスケールの元素分布

鉱
物
・
化
学
分
析

XRD分析（X線回折分析） 構成鉱物の同定・定量（粉末試料）
・鉱物組成，岩種
・風化・変質の程度

XRF分析（蛍光X線分析） 構成元素の同定・定量（粉末試料）
・元素組成
・風化・変質の程度

EPMA分析
（電子プローブマイクロアナライザー）

薄片表面の元素分布・定量
・μmスケールの元素分布・量
・風化・変質の程度

※：必要に応じて研磨片
観察を実施。



原子炉建屋設置位置

Ts-６法面

Ts-７トレンチ

Tf-５(a)トレンチ

④Tf-５(b)付近

⑥cf-301，302
付近

⑤Tf-４付近

Ts-８トレンチ

Tf-５(b)トレンチ

③Tf-５(a)付近

②Ts-７付近

①Ts-６付近

本図のシームS-11は
発電所運開時の掘削
計画形状で作成。 図5.1 位置図

Tf-４トレンチ

cf-301,302孔
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（ⅱ） 変位基準により後期更新世以降の活動有り/なしを認定できる箇所の選定（1/7）

5. 課題への対応策（3/12） コメントNo.S2-154

シームS-11の等高線

シームS-11が第四系基底面，掘削面等に現れる位置

コンターがcf-３断層によって不連続となる位置

敷 地 境 界

シームS-11が分布する範囲

耐 震 重 要 施 設*１

常設重大事故等対処施設*２

*１： 設置許可基準規則第三条の対象となる耐震重要施設（間接支持構造物を含む）。

*２： 設置許可基準規則第三十八条の対象となる常設耐震重要重大事故防止設備又は常設

重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く）。

凡 例

ボーリング孔 （矢印は斜めボーリング）

風化部 新鮮部

粘土質の薄層有り ③ Tf-５(a)付近 ⑤ Tf-４付近

粘土質の薄層なし ④ Tf-５(b)付近 ⑥ cf-301，302付近

表5.1 活動なしと認定できる箇所の選定

後期更新世以降の活動
有りと認定できる箇所

後期更新世以降の活動
なしと認定できる箇所

活動有り/なしを認定できる箇所の選定の凡例

変位基準によりシームS-11の後期更新世以降の活動有り/なしを認定できる箇所として，以下の考えに基づき計６箇所を選定する。

【活動有りと認定できる箇所：２箇所】(P.26，27参照)

• 活動有りと認定できる箇所は，シームS-11がＭ１面段丘堆積物に変位を及ぼしている箇所である。
• Ts-８トレンチ～Ts-６法面間で，活動有りと認定できる箇所が確認される。ただし，Ts-８トレンチでは変状が認められるものの，シームS-11はＭ１面

段丘堆積物と接していない（P.59，60参照）。このため，シームS-11とＭ１面段丘堆積物との関係を直接確認できない。
以上より，活動有りと認定できる箇所として，①Ts-６付近及び②Ts-７付近の２箇所を選定する。

【活動なしと認定できる：４箇所】（P.28～P.31参照）

• 活動なしと認定できる箇所は，シームS-11がcf-３断層に切断される箇所である。
• cf-３断層付近で，活動なしと認定できる箇所として， ③Tf-５(a)付近，④Tf-５(b)付近，⑤Tf-４付近及びボーリング孔の⑥cf-301，302付近がある。
• これら４箇所のシームS-11には，粘土質の薄層の有る部分とない部分がある。また，シームS-11の上下盤の岩盤には新鮮部と風化部がある。これ

らの地質性状は，シームS-11の性状に違いを与える可能性がある。このため，上記４箇所を選定することで，活動なしと認定できる箇所の地質性状
を網羅的に確認することができる。

以上より，活動なしと認定できる箇所として，③Tf-５(a)付近，④Tf-５(b)付近，⑤Tf-４付近及び⑥cf-301，302付近の４箇所を選定する。



＊： Ｍ１面段丘堆積物のうち，上面付近の層厚最大約１ｍの礫
の多い部分は河川性堆積物から成る。なお，この河川性
堆積物の分布は法面の南東端付近では不明瞭。

Ｍ１

凡 例

＊

変位を伴う不連続面
及び節理

段丘堆積物中の不連続面

シームS-11
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①Ts-６付近では，シームS-11は上載地層であるＭ１面段丘堆積物に変位を及ぼしている。

よって，この箇所におけるシームS-11には，後期更新世以降の活動が認められる（P.49，50参照） 。

（ⅱ） 変位基準により後期更新世以降の活動有り/なしを認定できる箇所の選定（2/7）：
活動有りと認定できる箇所（1/2）：①Ts-６付近

図5.3 Ｍ１面段丘堆積物に変位を及ぼしている箇所（Ts-６法面）

5. 課題への対応策（4/12）

①Ts-６付近

図5.2 位置図

ローム層

ローム層（砂質）

Ｍ1面段丘堆積物

SENW

腐植土

埋土

淡灰色火山礫凝灰岩
粗粒凝灰岩

注） 岩盤はすべて強風化部。



Ｍ１面段丘堆積物2

Ｍ１面段丘堆積物1

段丘堆積物中の不連続面

淡灰色火山礫凝灰岩

29

28

27 

T.P.(m)
30

29

28

27 

T.P.(m)
30

粗粒凝灰岩

淡灰色火山礫凝灰岩

SN

0 2m
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②Ts-７付近では，シームS-11は上載地層であるＭ１面段丘堆積物に変位を及ぼしている。

よって，この箇所におけるシームS-11には，後期更新世以降の活動が認められる（P.51，52参照） 。

（ⅱ） 変位基準により後期更新世以降の活動有り/なしを認定できる箇所の選定（3/7）：
活動有りと認定できる箇所（2/2）：②Ts-７付近

変位を伴う不連続面及び節理

不連続面段丘堆積物中の不連続面

シームS-11

凡 例

5. 課題への対応策（5/12）

図5.5 Ｍ１面段丘堆積物に変位を及ぼしている箇所（Ts-７トレンチ東側法面）

➁Ts-７付近

図5.4 位置図

注） 岩盤はすべて強風化部。



凡 例

（礫混りシルト質）
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③Tf-５(a)付近では，シームS-11は後期更新世以降の活動がないcf-３断層に切断されている。

よって，この箇所におけるシームS-11には，後期更新世以降の活動は認められない（P.53，54参照） 。

（ⅱ） 変位基準により後期更新世以降の活動有り/なしを認定できる箇所の選定（4/7）：
活動なしと認定できる箇所（1/4）： ③Tf-５(a)付近［粘土質の薄層有り/風化部］

図5.7 後期更新世以降の活動がないcf-３断層に切断されている箇所（Tf-５(a)トレンチ南側法面）

5. 課題への対応策（6/12）

③Tf-５(a)付近

図5.6 位置図

E W

Ｍ１面段丘堆積物（河川性堆積物を含む）

淡灰色火山礫凝灰岩
T.P.30m

T.P.32m

ｃf-３断層

淡灰色火山礫凝灰岩

細粒凝灰岩

シームS-11

粗粒凝灰岩
/細粒凝灰岩互層

T.P.29m

T.P.27m

ローム層（礫混りシルト質）

細粒凝灰岩
風化部下限



ｃf-３断層

淡灰色火山礫凝灰岩

淡灰色火山礫凝灰岩

Ｍ１面段丘堆積物

凝灰角礫岩

細粒凝灰岩
シームS-11

ローム層

シームS-11

NE

T.P.31.0m

T.P.32.0m

SW
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（ⅱ） 変位基準により後期更新世以降の活動有り/なしを認定できる箇所の選定（5/7）：
活動なしと認定できる箇所（2/4）： ④Tf-５(b)付近［粘土質の薄層なし/風化部］

図5.9 後期更新世以降の活動がないcf-３断層に切断されている箇所（Tf-５(b)トレンチ南側法面）

④Tf-５(b)付近では，シームS-11は後期更新世以降の活動がないcf-３断層に切断されている。

よって，この箇所におけるシームS-11には，後期更新世以降の活動は認められない（P.55，56参照）。

➃Tf-５(b)付近

図5.8 位置図

5. 課題への対応策（7/12）

注） 岩盤はすべて強風化部。

凡例cf-３断層

凡 例



SB-029

SB-028
SB-032

CB-9
SB-008

SB-025 CB-12

CB-11

CB-7 SB-031

CB-8

SC-016SB-027

CB-6

淡灰色
火山礫
凝灰岩

淡灰色火山礫凝灰岩

安山岩溶岩

凝灰角礫岩

現在の地表線

Tf-４
トレンチ

シームS-11

Ｗ Ｅ

注２）断面拡大図

の範囲の岩

盤はすべて

新鮮部。

SＢ－025
シームS-11

位置

CB－11
シームS-11

位置

SB-008（投影孔） CB-11SB-025

淡灰色
火山礫凝灰岩

見掛けの
最大鉛直変位量

約1.5ｍ
シームS-11

凝灰
角礫岩

図5.12 後期更新世以降の活動がないcf-３断層に切断されている箇所（Tf-４付近A-A’断面）

図5.11
断面位置図

図5.13
断面拡大図
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（ⅱ） 変位基準により後期更新世以降の活動有り/なしを認定できる箇所の選定（6/7）：
活動なしと認定できる箇所（3/4）： ⑤Tf-４付近［粘土質の薄層有り/新鮮部］

⑤Tf-４付近では，シームS-11は後期更新世以降の活動がないcf-３断層に切断されていると判断される。
よって，この箇所におけるシームS-11には，後期更新世以降の活動は認められない（断面拡大図に示すボーリングのコア写真はP.57参照）。

Ａ

Ａ’

CB-6

SB-027

SC-016

SB-
028

CB-12 CB-9

SB-008

CB-8

SB-029
SB-032

SB-025

CB-11

SB-031

0 50m

Tf-4
トレンチ

注１） cf-３断層の分布はT.P.-14ｍにおける位置。

CB-7

5. 課題への対応策（8/12）

図5.10 位置図

⑤Tf-４付近A A’



注２） シームS-11付近の岩盤はすべて新鮮部。

凝灰角礫岩

淡灰色火山礫凝灰岩

安山岩溶岩

細粒凝灰岩・粗粒凝灰岩互層

E
B’

W

シームS-11

B

段丘堆積物，ローム層

SB
-0

37

R
-1

22

（ⅱ） 変位基準により後期更新世以降の活動有り/なしを認定できる箇所の選定（7/7）：
活動なしと認定できる箇所（4/4）： ⑥cf-301，302付近［粘土質の薄層なし/新鮮部］
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図5.16 後期更新世以降の活動がないcf-３断層に切断されている箇所
（cf-301，302付近：B-B’断面）

凡 例

cf-３断層

地 層 境 界

地 質 境 界

シームS-11

ボーリング

cf-３断層（推定）

5. 課題への対応策（9/12）

図5.14 位置図

⑥cf-301，302
付近

⑥cf-301，302付近では，シームS-11は後期更新世以降の活動がないcf-３断層に切断されていると判断される。

よって，この箇所におけるシームS-11には，後期更新世以降の活動は認められない（断面図に示すボーリングのコア写真はP.58参照）。

図5.15 断面位置図

ボーリング
cf-301, 302

cf-３断層確認位置

凡 例

0                   100m

注１） cf-３断層の分布はT.P.-14ｍ
における位置。
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（ⅲ）変位基準により後期更新世以降の活動有り/なしを認定できる箇所での性状の把握（1/2）：調査・分析結果例

5. 課題への対応策（10/12） コメントNo.S2-155 1)

変位基準によりシームS-11の後期更新世以降の活動有り/なしを認定できる箇所において，網羅的に選定した調査・分析項目によりシームS-11の性状を把握する。

後期更新世以降の活動有り/なしを認定できる箇所で把握した各性状に，違いが現れるかどうかを確認する。

本資料では，後期更新世以降の活動有り/なしを認定できる箇所のうち，各１箇所（①Ts-６付近及び③Tf-５(a)付近）でのこれまでの調査・分析結果を例として下表

に示す（各調査・分析結果についてはP.61～P.74参照）。その他の調査・分析結果は今後ご説明する。

凡 例

:今後ご説明するデータ

調査・分析項目 調査・分析により得られるデータ・性状
後期更新世以降の活動有りと認定できる箇所 後期更新世以降の活動なしと認定できる箇所

①Ts-６付近
②Ts-７

付近
③Tf-５(a)付近

④Tf-５(b)
付近

⑤Tf-４
付近

⑥cf-301，
302付近

巨
視
的

微
視
的

露
頭
・
コ
ア
観
察

走向/傾斜の測定 走向/傾斜 N80°W，12°S N72°E，2°S

厚さの観察 厚さ 3.5ｃｍ 0.2ｃｍ

構成粒子の観察 構成粒子のサイズ 粘土～シルト（岩片含む） 粘土～シルト（岩片含む）

色調の観察 色調 黄褐色 黄褐色

針貫入試験 針貫入勾配

帯磁率測定 帯磁率

C
T
解
析

CT画像観察
CT画像

変位・変形 有り なし

複合面構造によるせん断センス 有り なし

最新面の連続性・直線性・平滑性 良好 良好

最新面の密着程度 開口 おおむね密着

CT値 703HU 819HU

肉
眼
・
実
体

鏡
観
察

条線観察

条線の方向 N10°W，N35°E N15°E，N50°E

条線の上書き関係
N10°Wの条線がN35°Eの条線
を上書き

いずれの条線も上書き
されない

条線の明瞭度 明瞭 不明瞭

顕
微
鏡
観
察
・
分
析

薄片観察

鉱物組成 粘土鉱物（スメクタイト）

変位・変形構造
（微細構造）

変位・変形 明瞭なP-R1構造有り

複合面構造による詳細なせん断センス 上盤変位センス：おおむねN方向

SEM（走査型電子顕微鏡）観察 SEM画像
自形鉱物の有無 なし 有り
μｍ～nｍスケールの鉱物形状 団子状 ファイバー状/網目状

SEM-EDX（EDS） SEM観察試料表面の元素分布

鉱
物
・
化
学
分
析

XRD分析（X線回折分析） 構成鉱物の同定・定量（粉末試料） スメクタイト

XRF分析（蛍光X線分析） 構成元素の同定・定量（粉末試料）

EPMA分析
（電子プローブマイクロアナライザー）

薄片表面の元素分布・定量
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解釈線なし解釈線有り 解釈線なし解釈線有り

図5.18 後期更新世以降の活動なしと認定できる箇所の条線写真
（Tf-5a-S-W-5孔）

図5.17 後期更新世以降の活動有りと認定できる箇所の条線写真
（Ts-6-B1-1ブロック試料）

N-S系条線
NE-SW系条線

後期更新世以降の活動有り/なしを認定できる箇所での性状の違いのうち，条線を例として，応力場との関係から条線の形成時期を検討する

方針は，以下のとおりである。

• 条線の方向は，後期更新世以降の活動有りと認定できる箇所（①Ts-６付近）ではN-S系，活動なしと認定できる箇所（③Tf-５(a)付近）では

NE-SW系等であり，違いが認められる。また，条線の方向の違いにより，条線の上書きによる新旧関係が認められる（P.76～P.85参照）。

• これらの条線は，異なる時期・方向の応力で形成された可能性がある。このため，応力逆解析から条線が形成された際の応力（主応力軸の

方向及び応力比）を推定する。

• 推定した応力の方向と，中～後期中新世以降の広域応力場等を比較し，条線の形成時期を検討する。

5. 課題への対応策（11/12）

（ⅲ）変位基準により後期更新世以降の活動有り/なしを認定できる箇所での性状の把握（2/2）

0   1mm 0   1mm0   1mm0   1mm
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5. 課題への対応策（12/12） コメントNo.S2-155 2)

敷地全体への展開

原子炉建屋設置位置

本図のシームS-11の等高
線は原地形で作成。

※

※

※

※

※：現地確認（2022年11月7日）後にデータを追加。

シームS-11の等高線

シームS-11が第四系基底面に現れる位置

コンターがcf-３断層によって不連続となる位置

敷 地 境 界

シームS-11が分布する範囲

耐 震 重 要 施 設*１

常設重大事故等対処施設*２

*１： 設置許可基準規則第三条の対象となる耐震重要施設（間接支持構造物を含む）。

*２： 設置許可基準規則第三十八条の対象となる常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重

大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く）。

凡 例

調査位置（ボーリング孔等）

調査位置（ボーリング孔等）
（さらなるデータを補強する位置（計画））

図5.19 平面図

変位基準により後期更新世以降の活動有り/なしを認定できる箇所で把握したシームS-11の性状に基づき，工学的対処を講じる部分を以

下の順に検討する。

• 重要施設基礎地盤側面付近を含む敷地全体のシームS-11について，選定した調査・分析項目による性状を各調査位置で把握する。

• 各調査位置で把握した性状と，変位基準により後期更新世以降の活動有り/なしを認定できる箇所での性状とを比較する。各調査位置

のシームS-11の性状が，後期更新世以降の活動有り/なしを認定できる箇所のうち，どちらの箇所と同様の性状を有するかを判断する。

• 判断した結果をもって，敷地全体を対象として，以下の分布を示す。

 後期更新世以降の活動有りと認定できる箇所と同様の性状を有する部分

 後期更新世以降の活動なしと認定できる箇所と同様の性状を有する部分
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